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２０２６（令和８）年度                 

運輸安全マネジメントの取組み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

有限会社北関東観光 
 

      当社は２０２５（令和７）年１２月２３日、貸切バス事業者安全性評価認定委員会において  

         「三ツ星」の認定を頂きました。 
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有限会社北関東観光 2026（令和 8）年度 運輸安全マネジメントの取組み 

【取組期間 2026（令和 8）年 4 月 1日～2027（令和 9）年 3 月 31日】 

 
 
 
１． 輸送の安全に関する基本的な方針                  P3 
２． 2025（令和 7）年度 輸送の安全に関する事故統計          P3 
３． 2025（令和 7）年度 輸送の安全に関する目標の達成状況       P4 
４． 2026（令和 8）年度 輸送の安全に関する目標            P5 
５． 輸送の安全に関する重点施策                         P5 
６． 輸送の安全のために講じた措置および講じようとする措置       P6 
７． 輸送の安全に関する計画                      P7 
８． 輸送防災マネジメントの取組みについて               P7 
９． 輸送の安全に関する実績および予算                 P8 
１０．輸送の安全に関わる内部監査の結果および措置            P8 
１１．行政処分の公表                          P8 
１２．安全統括管理者                          P8 
１３．安全管理規定                           P8 
１４．2026（令和 8）年度乗務員指導教育計画一覧             P9 
 

 
 
 
 
 
 

(表紙：「J･BUS」初期型 導入から 20 年余年、無事故で当社の安全運行を見守ってきた一台) 
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当社では、輸送の安全確保に関する基本方針を以下のように定め、社長をはじめ全社

員による安全を最優先とする体制の維持・向上に努めてまいります。 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
2025（令和７）年度の事故発生件数 

 

自動車事故報告規則第２条に規定する事故の件数 

死亡事故 ０件 

重傷事故 ０件 

運転者の疾病による運行の中断 ０件 

車両装置の故障による運行の中断 ０件 

 

 

有責事故の件数 

車外人身 ０件 

車内人身 ０件 

物損事故 ３件 

自損事故 １５件 

 
 

1．輸送の安全に関する基本的な方針 

①  「輸送の安全確保」がバス事業者最大の使命であることを深く認識し、代表取

締役及び役員・社員一同が安全確保に最善の努力をすることが最大の責務である。 
②  輸送の安全に関する法令・規則を遵守し、それを従業員一人ひとりが確実に励

行する。 
③  組織一体になって、安全確保に不断の努力を傾注し、お客様の信頼に応えると

ともに、地域・社会の発展に貢献する。 

２．2025（令和７）年度 輸送の安全に関する事故統計 
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 目   標 達成状況 

１ 重大事故件数 目標０件 達成 ０件 

２ 接触傷害事故件数 ０件 達成 ０件 

３ 年間有責事故件数 ０件 未達 １８件 

４ 一般道等の後退時による事故撲滅 未達 ７件 

５ 車間距離、法定速度遵守の徹底 一部達成 

６ 高速･一般道、車庫内等における事故撲滅 未達 １２件 

 

2025（令和 7）年度は前年に続いて例年並みの稼働を維持した一年であり、

繁忙期前に安全運行について乗務員をはじめ全社員の集合教育の実施を行

い周知していたところでしたが、細かい確認不足による操作ミスが重なり

３年連続で自損事故の増加が目立つ結果となってしまいました。事故案件

の詳細な検証を重ね「業務」のプロセスにおいて入念なチェックを重ね、

次年度において「一つでも多くの無事故日数を重ねる」を目標と定め「安

全輸送第一企業」の醸成に向けて傾注して参ります。 

 

 

３．2025（令和７）年度 輸送の安全に関する目標の達成状況 
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① 輸送の安全の確保が最重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管

理規定に定められた事項を遵守する。 
② 輸送の安全に関する費用支出並びに投資は積極的に行い効率性、実用性をも

って実施に努める。 
③ 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正処置又は予防措置は速やか

に講じる。 
④ 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、本社営業所をはじめ各営業所

において速やかに情報共有する。 
⑤ 輸送の安全に関する教育及び訓練に関する具体的な計画を策定し的確に実施

する。 
⑥ 車両整備の的確な実施 不具合箇所の完全解消に努める。 
⑦ 防災対策と自然災害への対応について策定した防災マネジメントを基に対応

力の向上を図り日頃の運行業務に反映させる。 
 

 

 

１ 重大事故件数    ０件の継続 

２ 接触傷害事故件数 ０件の継続 

３ 年間有責事故件数  ０件を目指す 

４ 「自動車事故報告規則」に定める車両故障 ０件 

５ 健康起因に関する事故 ０件 

４．２０２６（令和８）年度 輸送の安全に関する目標 

５．輸送の安全に関する重点施策 
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１ 輸送の安全の為の点検と実施 

年１度の全社内部監査の実施､年４回の全社集合教育の実施により社長や安全統括

管理者また各営業所長と乗務員との間で意見交換を行い安全意識向上を図る 

２ 輸送の安全の為の運行管理体制 

“厳格な点呼執行は安全輸送の基”を掲げ、運行管理のシステム化(IT点呼キーパ

ー導入)により正確な点呼体制構築 煩雑で膨大な点呼関連記録を データ化し適

正かつ確実な運行管理体制を具現化する 

３ 輸送の安全の為の車両管理体制 

3ヶ月、12ヶ月法定点検の他、１ヶ月自主点検､車両各所の定期メンテナンスの

実施と社内巡視 

４ 輸送の安全の為の乗務員の指導教育と健康管理 

適性診断は対象運転者の一般診断を１年おき、適齢、初任診断は随時実施 

指導教育は通年の必須項目と他弊社独自の副題講習に個別指導の強化の観点から

乗務員教育ソフトを加え年次計画を立てて実施 

５ 輸送の安全の為の健康管理と過労運転防止 

年２回の健康診断､睡眠時無呼吸症候群検査､過労運転防止措置を含んだ国の改善

基準告示を上回る運行時間、運行距離を定めより安全な運行計画を進め、乗務員

に対して告示の認知向上のため外部講師による教育の実施 

６ 輸送の安全の為の緊急時の対応と補償 

安全対策､事故対応､車両故障時､異常気象時等の対応､地震発生時の対応など各マ

ニュアルの作成)保険加入(対物対人無制限補償)と各対応について管理者、乗務員

向けの補講研修の実施 

７ 安全輸送の為に車両日常点検と点検箇所要点補講の実施 

事業自動車の法令で定めた運行前点検、運行後点検を異常が認められた場合の実

際の対応と整備管理者目線からの点検箇所の補講を実施 

８ 輸送の安全について各講習と実技訓練の実施 

  救命救急講習では最寄りの消防署において応急救護措置、AEDを使用した救命蘇

生の方法。雪上運行時訓練では山間部や雪道における運行業務時の対応法として

チェーン装着事例の検証やチェーン脱着訓練と気象についての補講また大規模災

害発生時対応については会社所在地、各営業所拠点地域のハザードマップの見方

や避難場所確認実際の運行業務中における動作確認を実施 

 
 
 

６．輸送の安全のために講じた措置 および 講じようとする措置 
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① 事故防止について隔月で本社役員、各営業所の所長との間で意見交換し上がった

事故原因や再発防止策について社内の全体ミーティングの場にて分析、協議をお

こなう。 
② 「年間教育指導計画」に基づき、月毎の指導項目について、乗務員に対し安全教

育を実施する。 
③ デジタコによる運行終了後の乗務記録や分析結果を活用し、適切な運転操作(法定

速度遵守、エコドライブ等)、労務管理等の指針と安全運行に役立たせる。 
④ ドライブレコーダーの記録画像やヒヤリハット体験の収集を実施し、事故防止に

ついての教育・訓練等に活用する。 
⑤ 全点呼においてアルコール濃度検知器使用の完全実施、飲酒運転が起因した事故

資料を基に事故後の事例を検証教育。 
⑥ 安全統括管理者(最高経営責任者)を交え運行と整備の管理業務に携わる全ての人員

を対象に運輸安全マネジメント(PDCA サイクルの実効性)の取り組みについて各

現場より上がっている事案の検証を実施する。 
⑦ 安全運転操作についてのミーティングの開催。勤続年数の浅い乗務員、事故惹起

者を対象に事故事例、事故原因を分析、ヒューマンエラーについて、ヒヤリハッ

ト事例、運転実技訓練、車両特性について運転者に指導を行う。 
 
 
 
 
 
運輸安全マネジメントの一環として、防災の基本方針を定め防災対策の 構築と

自然災害への対応力向上に努める。 
○重点施策と取組み(概要) 
１．防災体制の構築 

社長を筆頭に、災害に立ち向かう為の体制を整え全社員が一様に備える。 
２．日頃からの備え 

「自然災害」に対する意識醸成し被害拡大を未然に防ぐ行動。 
３．訓練と心構え 

PDCA サイクルを定期的に実施し、「自然災害」に対して常に意識する。 
４．各関連機関への連携 

    輸送の安全に関する情報は積極的に開示の上、各連携を密に取る。 
 

７．輸送の安全に関する計画 

８．輸送防災マネジメントの取組みについて 
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2025（令和 7）年度 

実績金額 合計 41,400,000 円 
2026（令和 8）年度 

予算金額 合計 84,500,000 円 
１ 車両 40,000,000 円 １ 車両 83,000,000 円 
２ 設備管理 300,000 円 ２ 設備管理 300,000 円 
３ 教育関連 300,000 円 ３ 教育関連 300,000 円 
４ 健康管理 800,000 円 ４ 健康管理 900,000 円 

 

 
 
 

実施日 ２０２６（令和８）年１月１５日 

監査に基づき講じた措置および講じようとする措置 

〈１〉今回の監査では直ちに重大な問題となる事項は無いと確認されました。 

〈２〉経営者(管理部門)においては運輸安全マネジメント制度の理解についてより深

めて頂き、運行管理部門と運行管理者への策定案等の発信強化を促しより良い

安全輸送についての醸成実現に繋げられるよう提案致しました。 

 

 
 
 
2025（令和７）年度 当社において行政処分はありません。 
 
 
 
 
取締役会長 森戸 利一 
 

 

 

 

 

当社の安全管理規程は、ホームページ掲載のとおりです。 

 

１０．輸送の安全に関わる内部監査の結果および措置 

 

１２．安全統括管理者 

９．輸送の安全に関する実績および予算 

１１．行政処分の公表 

１３．安全管理規程 
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                                ◇はバス協会主催行事 

予定実施月 指導教育内容【実施項目・教育指針】 

４月 ① 事業用自動車を運転する場合の心構えについて 

【事業用自動車の運行の安全・旅客の安全の確保等、啓発の為の教育】 

□安全運行を行う為の道路運送法及び交通法規等の解釈 ○無事故・無違反表彰 

５月 ② 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本事項について 

【運行管理者･指示書による適切な運行方法について】 

□春の全国交通安全運動について【重点実施事項の周知について】 

６月 ③ 乗車中の旅客の安全を確保するために留意する事項について 

【車内事故等の防止対策、対応について過去発生事例を参照に考える】 

□梅雨時の安全運転について【適切な車間距離の確保･異常気象時の適切な対応シートベルト着用徹底の呼び掛け】 

７月 ④ 旅客が乗降するときの安全を確保する為に留意する事項について 

【乗降の際の扉の開閉、ステップ昇降時においての留意事項と事故防止】 

□夏の交通事故防止県民運動について【重点実施事項の要点確認と周知等について】○事故防止委員会 

８月 ⑤ 危険の予測及び回避方法について 

【事業用自動車の運転に関して生じる様々な危険についての予知訓練】 

⑫ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリハット体験等の自社内での共有 □過労運転防止について睡眠不足に起因する

運転操作事例の検証 ○旅客に対するサービス向上について(接客態度の留意事項の確認) 

９月 ⑥ 運転者の運転適性に応じた安全運転について 

【適性診断の結果に基づいて運転者の適性チェック、性格診断、認知・処理機能の確認】 

□秋の全国交通安全運動について【重点実施項目の周知等について】 

１０月 ⑦ 交通事故に係わる運転者の生理的及び心理的要因に対する対処法について 

【長時間連続運転･過労･飲酒等生理的要因並びに慣れ･過信運転による集中力の欠如による事故事例の検証】 

１１月 ⑧ 運行する経路及び営業区域における道路・交通状況の把握方法について 

【配車地や運行経路、一般道や高速道の道路形状、交通状況の把握方法について】 

１２月 ⑨ 健康管理への重要性について 

【疾病による交通事故の要因による事例及び定期健康診断による生活習慣の改善を図る指導】 

□年末年始輸送安全総点検について【重点実施事項の周知について】 〇エコドライブ向上実習会 ◇事故防止講習会 

１月 ⑩ 安全性の向上を図るための装置を備える事業自動車の適切な運転方法 

【安全性の向上を図るための装置を使用した場合の適切な運転方法を理解させる】 

□積雪凍結地の運行時やツーマン運行時の交替配置の留意事項について 〇積雪、凍結地実走訓練 〇非常口、消火器動作等

確認 緊急救命講習 

２月 ⑪ 事業用自動車の構造上の特性について 

【車高・視野・四角・内輪差及び緊急時の制動距離(装置の使用方法)の確認】 

〇自然災害における対処方法について(運輸防災) ◇バスジャック想定訓練 

３月 ⑫ ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転について 

【ドライブレコーダーの記録より運転者各自で捜査の特性についての意見交換】 

□車両火災の予防運動 〇労基法と改善基準告示の周知について 

１４．２０２６（令和８）年度 乗務員指導教育計画一覧 
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